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(54)【発明の名称】 内視鏡撮像システム

(57)【要約】
【課題】本発明の目的とするところは、内視鏡撮像シス
テムの接続部におけるくもりを充分に防止することにあ
る。
【解決手段】本発明は、内視鏡２の接眼部と光学アダプ
タ６と内視鏡用撮像装置８のそれぞれが互いに接続する
接続部の少なくとも一つの接続部同士の一方の接続部分
に設けられたカバーガラス１６を他方の接続部分に設け
られたカバーガラス２６に向けて弾性的に押圧付勢する
蛇腹３６を設け、上記両カバーガラス１６，２６同士が
圧接する接合状態で接続するようにした内視鏡撮像シス
テムである。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】内視鏡の接眼部と、この接眼部に直接また
は光学アダプタを介して着脱自在に接続可能な内視鏡用
撮像装置とを有する内視鏡撮像システムにおいて、
上記内視鏡の接眼部と予備的な光学アダプタと内視鏡用
撮像装置のそれぞれが互いに接続する接続部の少なくと
も一つの接続部同士の一方の接続部分に設けられたカバ
ーガラスを他方の接続部分に設けられたカバーガラスに
向けて押圧付勢する弾性部材を設け、上記両カバーガラ
ス同士が圧接する接合状態で接続するようにしたことを
特徴とする内視鏡撮像システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、内視鏡用撮像装置
を単独または光学アダプタを介して内視鏡の接眼光学系
に接続して使用するようにした内視鏡撮像システムに関
する。
【０００２】
【従来の技術】従来から内視鏡撮像システムの接続部の
カバーガラス表面におけるくもりを防止する手段がいろ
いろと提案されてきた。その一つの技術として、米国特
許第５，３４７，９８８号明細書において知られる、内
視鏡と継ぎ手（光学アダプタ）のカバーガラス間に透明
な液体を充填してくもりを防止する技術がある。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前述し
た従来のくもり防止技術では、内視鏡と継ぎ手のカバー
ガラス間に微少な空気が混入してしまった場合、その空
気によって、内視鏡像が著しく観察しにくくなってしま
うという問題があった。
【０００４】本発明は上記事情を鑑みてなされたもので
あり、その目的とするところは、内視鏡撮像システムの
接続部におけるカバーガラスのくもりを充分に防止する
ことにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】本発明は、内視鏡の接眼
部と、この接眼部に直接または光学アダプタを介して着
脱自在に接続可能な内視鏡用撮像装置とを有する内視鏡
撮像システムにおいて、上記内視鏡の接眼部と予備的な
光学アダプタと内視鏡用撮像装置のそれぞれが互いに接
続する接続部の少なくとも一つの接続部同士の一方の接
続部分に設けられたカバーガラスを他方の接続部分に設
けられたカバーガラスに向けて押圧付勢する弾性部材を
設け、上記両カバーガラス同士が圧接する接合状態で接
続するようにしたことを特徴とするものである。
【０００６】
【発明の実施の形態】［第１実施形態］本発明の第１実
施形態を図１から図３に基づいて説明する。
【０００７】（構成）図１に示すように、本実施形態の
内視鏡システム１は、例えば体腔内を観察する内視鏡２
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と、この内視鏡２に照明光を供給する光源装置３と、こ
の光源装置３と上記内視鏡２とを着脱自在に接続するラ
イトガイドケーブル４と、上記内視鏡２の接眼部２ａに
接続され、内視鏡像を結像する光学レンズ５を内蔵する
光学アダプタ６と、この光学アダプタ６に接続され、例
えばＣＣＤなどの固体撮像素子７を内蔵した内視鏡用撮
像装置８と、この内視鏡用撮像装置８のＣＣＤから伝送
される電気信号を映像信号に処理するビデオプロセッサ
９と、このビデオプロセッサ９と内視鏡用撮像装置８と
を着脱自在に接続するカメラケーブル１０と、上記ビデ
オプロセッサ９で生成された映像信号を基に内視鏡観察
画像を表示するモニタ１１と、このモニタ１１と上記ビ
デオプロセッサ９を着脱自在に接続するビデオケーブル
１２とを主な部分として構成されている。上記内視鏡２
の接眼部２ａには接眼光学系を備えている。なお、内視
鏡２および内視鏡用撮像装置８、さらに必要な場合には
光学アダプタ６を組み合わせたものを内視鏡撮像システ
ム１３と呼ぶ。
【０００８】図２に示すように、光学アダプタ６は内視
鏡用撮像装置８を着脱可能に接続する雌ねじ部１４を有
するアダプタ本体１５と、アダプタ本体１５の接続部に
水密な状態で一体化され、固定的に取り付けられたカバ
ーガラス１６と、図示しないフォーカス調整機能を有す
る光学レンズ５と、内視鏡２の接眼部２ａに着脱可能に
接続するための図示しないマウント部とを主な部分とし
て構成されている。
【０００９】内視鏡用撮像装置８は、上記光学アダプタ
６を着脱可能に接続する雄ねじ部１７を有する撮像装置
本体１８と、この撮像装置本体１８に弾性部材としての
蛇腹１９を介して蛇腹１９の先端部分に水密な状態で一
体化されたカバーガラス２０と、上記光学アダプタ６で
結像された内視鏡像を電気信号に変換する固体撮像素子
７と、この固体撮像素子７で変換された電気信号をビデ
オプロセッサ９に伝送するカメラケーブル１０（図２で
は図示せず）とを主な部分として構成されている。尚、
本発明においてカバーガラスというとき、透光性であれ
ば、その材料にこだわらない。また、レンズの場合も含
む。内視鏡用撮像装置８は内視鏡２の接眼部２ａに直接
に接続するものであってもよく、上記光学アダプタ６は
必要に応じて使用する予備的なものであっても良い。
【００１０】上記光学アダプタ６のアダプタ本体１５に
おける筒状マウント部先端は突き当て面１５ａを形成
し、また、内視鏡用撮像装置８の撮像装置本体１８には
突き当て面１８ａが形成されている。そして、図３で示
すように、光学アダプタ６の雌ねじ部１４に内視鏡用撮
像装置８の雄ねじ部１７をねじ込み、光学アダプタ６と
内視鏡用撮像装置８を接続するが、この接続部によって
光学アダプタ６と内視鏡用撮像装置８を接続したとき、
光学アダプタ６の突き当て面１５ａと内視鏡用撮像装置
８の突き当て面１８ａが互いに突き当たり、その接続す
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る両者が位置決め固定される。
【００１１】なお、光学アダプタ６と内視鏡用撮像装置
８の接続部構造は雌ねじ部１４と雄ねじ部１７との螺合
によるものであったが、これに限定されるものではな
く、例えばカメラなどで一般的に用いられているバヨネ
ット方式等の接続方式であっても良い。また、光学アダ
プタ６側を雄ねじ部とし、内視鏡用撮像装置８側を雌ね
じ部としても良い。
【００１２】内視鏡用撮像装置８の蛇腹１９は撮像装置
本体１８に同軸的に取り付けられ、カバーガラス２０は
その蛇腹１９の自由先端に水密な状態で一体的に取り付
けられている。蛇腹１９は光軸方向に伸縮自在であり、
図２で示すように伸びた状態を常体とし、このフリーな
状態ではそれ自身の弾性復元力によって光軸方向に伸張
している。このとき、カバーガラス２０は撮像装置本体
１８の前端から突き出している。つまり、蛇腹１９はカ
バーガラス２０を前方へ付勢する弾性部材を構成してい
る。
【００１３】また、光学アダプタ６のカバーガラス１６
と内視鏡用撮像装置８のカバーガラス２０は光学アダプ
タ６の突き当て面１５ａと内視鏡用撮像装置８の突き当
て面１８ａが突き当たる前に互いに当接するように構成
されている。ここでは、内視鏡用撮像装置８の突き当て
面１８ａからカバーガラス２０の先端面までの距離Ｌ１
は光学アダプタ６の突き当て面１５ａからカバーガラス
１６の外面までの距離Ｌ2よりも長く設定されている。
【００１４】（作用）次に、図３を参照して作用につい
て説明する。まず、内視鏡２の接眼部２ａに光学アダプ
タ６を接続した後、その光学アダプタ６に内視鏡用撮像
装置８を接続し、あるいは予め内視鏡用撮像装置８に光
学アダプタ６を接続した後、光学アダプタ６を内視鏡２
の接眼部２ａに接続する。
【００１５】そして、光学アダプタ６と内視鏡用撮像装
置８を接続する場合、光学アダプタ６の雌ねじ部１４に
内視鏡用撮像装置８の雄ねじ部１７を螺合させていく
と、それぞれのカバーガラス１６，２０が当接する。さ
らに螺合していくと、カバーガラス１６，２０が圧接し
た状態で蛇腹１９が縮められていき、光学アダプタ６の
突き当て面１５ａと内視鏡用撮像装置８の突き当て面１
８ａが突き当たった図３で示す状態で光学アダプタ６と
内視鏡用撮像装置８が位置決めされた状態で保持・固定
される。
【００１６】カバーガラス１６，２０が密に圧接した状
態にあるため、光学アダプタ６と内視鏡用撮像装置８の
接続部分が濡れた状態で接続してしまった場合でもその
カバーガラス１６，２０の表面がくもることがない。
【００１７】（効果）このように本実施形態によれば、
光学アダプタ６と内視鏡用撮像装置８のカバーガラス１
６，２０が密着した状態で保持されるため、カバーガラ
ス１６，２０の表面にくもりが発生することを防止でき
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る。
【００１８】［第２実施形態］本発明の第２実施形態を
図４から図５に基づいて説明する。
【００１９】（構成）本実施形態は上記蛇腹１９が内視
鏡用撮像装置８側ではなく、光学アダプタ６側に設ける
と共に光学アダプタ６側のカバーガラス１６はその弾性
部材としての蛇腹１９に取り付けたものである。その他
の構成は前述した第１の実施形態と同様な構成である。
このため、同部材には同符号を付してその説明を省略す
る。
【００２０】光学アダプタ６のカバーガラス１６は弾性
部材としての蛇腹１９の突き出し先端部分に水密状態で
一体的に取り付けられている。また、内視鏡用撮像装置
８側のカバーガラス２０は撮像装置本体１８に一体化さ
れて水密な状態で固定的に取り付けられている。
【００２１】なお、第１実施形態と同様、本実施形態で
は光学アダプタ６と内視鏡用撮像装置８の接続部の構造
は雌ねじ部１４と雄ねじ部１７との螺合によるものでは
なくとも、カメラなどで一般的に用いられているバヨネ
ット方式のものでも良いし、また、光学アダプタ６側を
雄ねじ部とし、内視鏡用撮像装置８側を雌ねじ部にして
も良い。
【００２２】（作用・効果）本実施形態によれば、第１
実施形態と同様な作用、効果が得られる。
【００２３】尚、本発明では光学アダプタ６のカバーガ
ラス１６と内視鏡用撮像装置８のカバーガラス２０の両
方とも弾性部材で付勢するようにしても良い。例えば上
記各実施形態のように両方のカバーガラス１６,２０と
も蛇腹のようなもので支持するように構成すると良い。
【００２４】［第３実施形態］本発明の第３実施形態を
図６から図７に基づいて説明する。
【００２５】（構成）図６に示すように、本実施形態の
光学アダプタ６は図示しないフォーカス調整機能を有す
る光学レンズ５を内蔵するアダプタ本体２１の先端部分
に筒状に延長して形成した先端筒状部２２を設け、この
先端筒状部２２を接続対象の内視鏡２の内視鏡本体２３
における接眼部２ａの接続部位２４の外周に被嵌して内
視鏡２に光学アダプタ６を接続する接続部を構成したも
のである。内視鏡２の接続部２ａの接眼部２４の外周に
は突当て用リブ２５が設けられている。この突当て用リ
ブ２５の突き当て面２５ａに対して光学アダプタ６にお
ける先端筒状部２２の先端からなる突当て面２２ａを突
き当てるようになっている。
【００２６】内視鏡２の接眼部２ａの後端には内視鏡本
体２３に水密状態で一体化されたカバーガラス２６が固
定的に設けられている。また、内視鏡２には図示しない
対物レンズで撮像した内視鏡像を、接眼部２ａの接眼光
学系２７にリレーするリレーレンズ（図示せず）が設け
られている。
【００２７】光学アダプタ６の先端筒状部２２の外周に
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は筒状に構成されたロックレリーズ２８が被嵌して光軸
方向に進退可能に取り付けられている。ロックレリーズ
２８はアダプタ本体２１との間に設けた例えばコイルバ
ネなどの弾性部材２９によって光軸前方へ向けて押圧さ
れている。弾性部材２９は先端筒状部２２の外周面とロ
ックレリーズ２８の内面の間に閉じ込められている。
【００２８】先端筒状部２２の壁部にはロックボール３
１を保持する係着孔３２が形成されている。ロックレリ
ーズ２８の内面にはロックボール３１を押し込む傾斜面
３３が設けられている。内視鏡２の接眼部２ａの外周に
先端筒状部２２を被嵌した状態で、ロックレリーズ２８
を前進させると、ロックボール３１はロックレリーズ２
８の傾斜面３３によって押し込まれ、接眼部２ａの接続
部位２４の外周にある係合用凹部３４に嵌り込んで係止
するようになっている。また、ロックレリーズ２８を後
退させれば、傾斜面３３がロックボール３１の位置から
後退するため、ロックボール３１は先端筒状部２２の内
面から突き出さない位置まで退避可能であり、接眼部２
ａの接続部位２４から光学アダプタ６の先端筒状部２２
を引き抜くことができるようになる。
【００２９】光学アダプタ６の先端筒状部２２の内側に
はアダプタ本体２１に取り付けられた弾性部材としての
蛇腹３６と、この蛇腹３６を介してアダプタ本体２１に
水密状態で一体化されたカバーガラス３７が設けられて
いる。カバーガラス３７は光学アダプタ６の先端筒状部
２２の内側領域で伸張した蛇腹３６の先端に水密状態で
一体化されて取り付けられている。
【００３０】カバーガラス３７は蛇腹３６を介して前方
へ突き出しているが、光学アダプタ６を内視鏡２の接眼
部２４に接続したとき、カバーガラス２６に圧着するよ
うになっている。このようにする寸法関係は第１の実施
形態の場合と同様である。
【００３１】（作用）通常の状態ではロックボール３１
はロックレリーズ２８の斜面３３によって押圧されて、
アダプタ本体２１における先端筒状部２２の内周面より
突き出している。また、ロックレリーズ２８を弾性部材
２９の弾性力に抗して内視鏡用撮像装置８側に後退させ
ると、ロックボール３１は先端筒状部２２の内周面から
突き出さない位置まで退避移動できるようになる。
【００３２】そこで、ロックレリーズ２８を後退させた
状態で、光学アダプタ６の先端筒状部２２を内視鏡２の
接眼部２ａの接続部位２４に被せ、押し込む。内視鏡２
の接眼部２ａの接続部位２４に光学アダプタ６の先端筒
状部２２を嵌め込む。この嵌め込んだ後は、ロックレリ
ーズ２８をフリーにしておいてもよい。弾性部材２９の
弾性力によりロックボール３１が押し込まれるが、係合
用凹部３４に係止しない限り、接眼部２ａの接続部位２
４の外周面を滑り、光学アダプタ６を押し込むだけで差
し込める。
【００３３】そして、突当て用リブ２５の突き当て面２
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５ａに光学アダプタ６の先端筒状部２２の突当て面２２
ａが突き当たると同時に、ロックボール３１が係合用凹
部３４に押し込まれて係止し、光学アダプタ６を保持・
固定する。このとき、ロックボール３１が内視鏡２側の
係合用凹部３４と嵌合し、弾性部材２９の弾性力により
ロックレリーズ２８の斜面３３がロックボール３１を押
圧して係合状態を維持するため、内視鏡２は固定、保持
される。この前からカバーガラス２６，３７が当たって
いるため、蛇腹３６は押圧されて圧縮される。カバーガ
ラス２６，３７はその蛇腹３６の弾性復元力によって圧
接する。このため、カバーガラス２６，３７のくもりを
防止することができる。
【００３４】また、光学アダプタ６を取り外す場合はロ
ックレリーズ２８を弾性部材２９の弾性力に抗して後退
させる。すると、傾斜面３３がロックボール３１の位置
から後退するため、ロックボール３１はフリーの状態に
なり、先端筒状部２２の内面から突き出さない位置まで
退避可能であり、接眼部２４から光学アダプタ６の先端
筒状部２２を引くことで、ロックボール３１と凹部３４
の嵌合が解除され、内視鏡２から光学アダプタ６を取り
外すことができる。
【００３５】（効果）本実施形態の場合にあっても内視
鏡２と光学アダプタ６のカバーガラス２６，３７が圧接
した状態で保持されるため、カバーガラス２６，３７の
くもりを防止することができる。
【００３６】なお、光学アダプタ６と内視鏡２との接続
部の構造はロックボール３１と凹部３４との嵌合による
ものに限られず、カメラなどで一般的に用いられている
バヨネット方式でも良い。また、光学アダプタ６と内視
鏡用撮像装置８を一体的に設けても良い。さらに、本実
施形態の構造を前述した第１実施形態または第２実施形
態の光学アダプタ６と内視鏡用撮像装置８の接続部構造
に適用することも可能である。
【００３７】［第４実施形態］本発明の第４実施形態を
図８から図９に基づいて説明する。
【００３８】（構成）本実施形態においては蛇腹３６が
光学アダプタ６側ではなく、内視鏡２側に設けてある点
で第３実施形態のものと相違し、その他の構成は第３実
施形態のものと同様である。第３実施形態のものと同一
の部材には同一の符号を付してその説明を省略する。
【００３９】すなわち、内視鏡２の接眼部２ａの接続部
位２４側に設けるカバーガラス２６については弾性部材
としての蛇腹３６を介して内視鏡本体２３に水密な状態
で一体化されている。また、光学アダプタ６側に設ける
カバーガラス３７はアダプタ本体２１に水密な状態で一
体化され、固定的に取り付けられている。
【００４０】（作用・効果）本実施形態によれば、第１
実施形態や第３実施形態と同様な作用・効果がある。
【００４１】尚、この接続部の構造を、内視鏡２の接眼
部２ａに内視鏡用撮像装置８を直接に接続する場合に利
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用しても良い。
【００４２】［２群の発明の第１実施形態］図１０およ
び図１１を参照して本実施形態について説明する。
【００４３】（構成）図１０中、５１は内視鏡の接眼部
に取り付けられ、内視鏡像をモニタに表示させるための
内視鏡用撮像装置の先端部分（以下、カメラヘッドと呼
ぶ）を示すものである。カメラヘッド５１はその最先端
部分にアダプタ接続部５２を構成しており、カメラヘッ
ド５１の他端にはカメラケーブル５３が接続されてい
る。カメラケーブル５３の延長他端には図示しないコネ
クタが取り付けられていて、このコネクタを介して画像
プロセッサに接続されるようになっている。
【００４４】アダプタ接続部５２は図示しない光学アダ
プタを接続するねじ部５４が設けられている。カメラヘ
ッド５１は光学アダプタを介して内視鏡の接眼部に取り
付けられる。
【００４５】カメラヘッド５１のカメラヘッド本体部５
５の内部には気密パッケージ５６が収容されている。気
密パッケージ５６の先端側には窓（カバーガラス）５７
が配置され、気密パッケージ５６の後端側には気密コネ
クタ５８が配置されている。窓５７及び気密コネクタ５
８はいずれも気密パッケージ５６に気密的に接合されて
いる。このため、気密パッケージ５６の内部とその外部
との気体の流通は完全に遮断されている。気密パッケー
ジ５６内には光学フィルタ６１、撮像素子６２、撮像素
子用駆動回路を有するフレシキブル基板６３が収容され
ている。
【００４６】気密パッケージ５６は主フレーム６４に支
持されており、主フレーム６４の後端側は中継フレーム
６５と後端側フレーム６６に接続され、後端側フレーム
６６はカメラケーブル５３の先端部分を支持している。
主フレーム６４や中継フレーム６５および後端側フレー
ム６６には機械的に充分な強度を確保できる範囲で、切
り欠きなどの連通孔６７が設けられている。また、これ
らのほぼ全体を樹脂製の外装６８が覆っており、外装６
８の大部分の領域には複数の貫通した溝６９が設けられ
ている。溝６９の部分は水密性のあるベローズ７０で覆
われており、ベローズ７０の少なくとも両端は接着など
により上記外装６８に水密的に固定されている。べロー
ズ７０は金属または樹脂やゴムを材料として蛇腹として
構成したものである。
【００４７】（作用）カメラヘッド５１のカメラヘッド
本体部５５の内部に組み込まれた気密パッケージ５６の
周囲の空気は各所に設けられた連通孔６７を通じて外装
６８の内側の空気と交換される。外装６８の内側の空気
はその大部分がベローズ７０の内周面に直接に触れるた
め、例えば、オートクレーブによって加熱されたカメラ
ヘッド５１の内部の空気はベローズ７０を介して外気に
よって効率よく冷却される。つまり、ベローズ７０はい
わばラジエータとして機能し、カメラヘッド５１の内部
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を効率よく冷却する。
【００４８】（効果）本実施形態のカメラヘッド５１は
その外装とほぼ同一な内外径のベローズ７０によって内
部を効率的に冷却できる。また、内部のフレーム６４，
６５，６６に連通孔６７を開けるだけの構造で済むの
で、大幅なコストアップや機器の大型化を招く事が無
く、オートクレーブ後の冷却が早いカメラヘッド５１を
安価に提供することができる。
【００４９】［２群の発明の第２実施形態］図１２を参
照して本実施形態について説明する。
【００５０】（構成）図１２は本実施形態に係る内視鏡
用撮像装置７を概念的に示している。同図中、７１はそ
の内視鏡用撮像装置７のカメラヘッドであり、カメラヘ
ッド７１には画像信号を伝達するカメラケーブル７２が
接続されている。
【００５１】カメラヘッド７１は撮像素子７３を取り囲
むように気密に封止されたパッケージング７４を備え
る。パッケージング７４は気密に接続された前側枠７５
と後ろ側枠７６によってパッケージング本体を構成し、
前側枠７５にはカバーガラスからなる窓７７が気密的に
封止された状態で取り付けられている。また、後ろ側枠
７６の中間の大部分はその先端部分７８と後端部分７９
を残して複数のスリット８０が設けられている。前側枠
７５と後ろ側枠７６の周面にはベローズ８１がスリット
８０を覆うようにして取り付けられている。ベローズ８
１の前端は前側枠７５に、ベローズ８１の後端は後ろ側
枠７６の周面にレーザー溶接またはろう付けなどで気密
的に接合されている。つまり、パッケージング７４は撮
像素子７３を取り囲んでそれらを気密に封止している。
【００５２】カメラケーブル７２はその先端側部分が後
ろ側枠７６によって保持され、カメラヘッド７１内の撮
像素子７３に接続している。カメラケーブル７２の後端
側部分はコネクタ枠８５に保持され、ビデオプロセッサ
（図示せず）に接続するための気密なコネクタ８６に接
続されている。コネクタ枠８５とコネクタ８６とは気密
に接合されて連結されている。
【００５３】また、カメラケーブル７２はその略全長に
わたりべローズ８７によって覆われており、そのべロー
ズ８７の両端は後ろ側枠７６とコネクタ枠８５にそれぞ
れ気密的に接合されている。
【００５４】（作用）本実施形態では、内視鏡用撮像装
置７の全体が気密にパッケージングされている事によ
り、オートクレーブ滅菌時における蒸気の侵入を完全に
防ぐ。また、オートクレーブにより温度が上昇した内視
鏡用撮像装置７内の気体が外装の大部分のベローズ８
１，８７のラジエータ効果によって冷却する。
【００５５】（効果）本実施形態の内視鏡用撮像装置７
ではその全体がパッケージングに気密にしているので、
撮像装置７０内へのオートクレーブの蒸気の侵入が一切
なく、内部の劣化を防ぐ事ができ、耐久性を向上でき
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る。
【００５６】［３群の発明の第１実施形態］図１３を参
照して本実施形態について説明する。
【００５７】（構成）図１３は本実施形態に係る内視鏡
用撮像装置のカメラヘッド９１を概念的に示したもので
ある。このカメラヘッド９１には画像信号を伝達するカ
メラケーブル９２が接続されている。カメラヘッド９１
内にはＣＣＤ等の撮像素子を有した撮像部９３が組み込
まれている。
【００５８】撮像部９３は樹脂製の撮像部保持部材９４
に保持され、カメラヘッド９１の先端枠９５に固定され
ている。先端枠９５の前端開口部には耐熱性のあるカバ
ーガラスや光学フィルタなどの窓部材９６が、はんだ付
けなどの、オートクレーブに対して耐性のある気密接合
手段にて固定されている。撮像部９３の後端側部分には
基板コネクタ９７を介して２枚の基板９８が接続されて
いる。２枚の基板９８は前後に隙間をあけて平行に配置
されている。基板９８はケーブル９９（またはフレキシ
ブル基板）にて、ハーメチックコネクタ１０１に接続さ
れている。
【００５９】ハーメチックコネクタ１０１の後端側には
図示しない画像プロセッサに接続されるカメラケーブル
１０２が接続されている。また、先端枠９５からハーメ
チックコネクタ１０１までの領域は非通気性のベローズ
１０３によって包囲されており、ベローズ１０３の先端
は先端枠９５の外周に気密的に接合固定され、また、ベ
ローズ１０３の後端はハーメチックコネクタ１０１の外
周に気密的に接合固定されている。このため、ベローズ
１０３の内側は気密的な領域になっている。撮像部９３
はその領域に設置されている。
【００６０】また、先端枠９５の後端部分からは一対の
腕１０５が伸長しており、同様にハーメチックコネクタ
１０１の先端部分からは一対の腕１０６が突き出してい
る。先端枠９５からの一対の腕１０５と、ハーメチック
コネクタ１０１からの一対の腕１０６は共通の回転軸１
０７に軸支されている。先端枠９５とハーメチックコネ
クタ１０１はその回転軸１０７を中心として回動自在で
あり、後述するようにカメラヘッド９１から導出するカ
メラケーブル１０２の向きが変更できるようになってい
る。
【００６１】ハーメチックコネクタ１０１から伸びる腕
１０６の先端縁は回転軸１０７を中心とした円弧状に形
成され、この先端縁には複数の溝１０８が設けられてい
る。この溝１０８には先端枠９５側に設けられた板バネ
１０９がその溝１０８に常時当たって係止していて、ハ
ーメチックコネクタ１０１が上記回転軸１０７を中心に
回動するときにクリック感を与えるようになっている。
【００６２】先端枠９５の外周には略筒状の樹脂枠１１
１が固定されており、樹脂枠１１１の前端部外周には内
視鏡の接眼部（図示せず）に光学アダプタ（図示せず）
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を介して取り付ける際にその光学アダプタに接続するね
じ部１１２を形成した接続環１１３が固定されている。
接続環１１３は先端枠９５に螺合する締付け環１１４と
先端枠９５の段差間に樹脂枠１１１を挟み込んで締付け
固定している。先端枠９５と樹脂枠１１１の間にはＯリ
ング１１０を挟み込んでシールがなされている。
【００６３】ハーメチックコネクタ１０１の外周には略
筒状の樹脂枠１２１がねじ込み固定されており、この樹
脂枠１２１から先端側の樹脂枠１１１までの領域には筒
状に形成したゴムカバー１２２が被せられている。ゴム
カバー１２２の先端は先端側の樹脂枠１１１の外周に水
密的に固定されており、ゴムカバー１２２の後端は後端
側の樹脂枠１２１の外周に水密的に固定されている。ゴ
ムカバー１２２はそのカメラヘッド９１の側周部位を水
密的にカバーするものである。
【００６４】ハーメチックコネクタ１０１の後端部分に
はカメラケーブル１０２の先端部を保持したケーブル保
持枠１２３が固定されている。ケーブル保持枠１２３は
ケーブル１０２のシールド１２４にかしめ付けられたリ
ング部１２５にビス１２６にて固定され、ＧＮＤを導通
させている。さらにケーブル保持枠１２３はカメラケー
ブル１０２の外周を覆うゴム１２７を締め付け、その間
の水密を確保する。また、ケーブル保持枠１２３の外周
には取付けリング１２８を介して弾性的なケーブル保護
部材１２９が固定され、このケーブル保護部材１２９は
カメラヘッド９１の後端部分のシールを兼ねている。
【００６５】（作用）ハーメチックコネクタ１０１の部
分をカメラケーブル１０２と一体に屈曲させたい方向へ
曲げると、先端枠９５とハーメチックコネクタ１０１と
の間で回転軸１０７を軸に回動し、クリックがある範囲
で屈曲する。それに伴い、ベローズ１０３、ゴムカバー
１２２も追従的に変形するので、内視鏡用撮像装置のカ
メラヘッド９１が屈曲する。
【００６６】（効果）本実施形態では先端枠９５とハー
メチックコネクタ１０１の間に屈曲自在な関節部を設
け、先端枠９５とハーメチックコネクタ１０１の間をベ
ローズ１０３にて気密的に覆うようにしたので、オート
クレーブ対応のための気密パッケージを有しながらも、
カメラヘッド本体部を屈曲自在とし、操作性の良い内視
鏡装置を提供できる。
【００６７】［３群の発明の第２実施形態の変形例］上
述した第３群の第１実施形態では回転軸を設けてカメラ
ヘッド本体部を屈曲自在なものとしたが、そのカメラヘ
ッド本体部を固定式のものとしてもよく、この場合には
ベローズ１０３やゴムカバー１２２などの外装部材を樹
脂や金属などの比較的硬質な材料で形成しても良い。
【００６８】［４群の発明の実施形態］図１４を参照し
て本実施形態について説明する。本実施形態は前述した
第３群の実施形態の変形例であり、第３群の実施形態と
は異なる部分を中心に説明する。
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【００６９】（構成）本実施形態ではベローズ１０３や
各部の接合は気密接合ではなく、通常の水密接合であ
る。ベローズ１０３の後端はケーブル保持枠１２３に対
して溶接やビスなどで固定されており、電気的にもＧＮ
Ｄが導通している。ベローズ１０３の先端はビス１３１
により金属製の先端枠９５に締結固定されている。
【００７０】先端枠９５とケーブル保持枠１２３からそ
れぞれ突出した腕１４１，１４２はビス１４３などによ
ってカメラヘッド９１が図１４で示すように屈曲した位
置で固定されている。また、ベローズ１０３やゴムカバ
ー１２２などの外装部材は樹脂や金属などの比較的硬質
な材料で形成してある。
【００７１】（作用）カメラケーブル１０２のシールド
１２４からケーブル保持枠１２３に伸長するシールド部
分はベローズ１０３から先端枠９５を通じてカメラヘッ
ド９１の先端部分まで設けられ、電磁波ノイズを遮断す
る。
【００７２】（効果）本実施形態では先端枠９５とハー
メチックコネクタ１０１の間でカメラヘッド９１を屈曲
し、先端枠９５とハーメチックコネクタ１０１の間をベ
ローズ１０３にて気密的に覆うようにしたので、オート
クレーブ対応のための気密パッケージを有しながらも、
カメラヘッド本体部が屈曲した操作性の良い内視鏡装置
を提供できる。
【００７３】［４群の発明の第２実施形態］図１５を参
照して本実施形態について説明する。本実施形態は前述
した第４群の第１の実施形態の変形例であり、その第１
実施形態とは異なる部分を中心に説明する。
【００７４】（構成）本実施形態では先端枠９５が樹脂
枠１１１を兼ねた樹脂製のものであり、ベローズ１０３
の先端部分は極力先端部まで伸長し、その先端枠９５に
固定したものである。
【００７５】（作用）第４群の第１の実施形態と同じで
ある。
【００７６】（効果）本実施形態によれば、ベローズ１
０３にシールドの役割を持たせているので、樹脂部品を
多用でき、軽量化、およびモールドによる大量生産によ
り部品コストの低減ができる。
【００７７】第２～４群のものは第２～４群のどれにも
利用または適用できるものであり、本発明はその態様の
ものを含むものである。もちろん、本発明はそれら実施
形態のものに限定されるものではない。また、上記説明
によれば以下の付記に挙げる各項およびそれらの項を任
意に組み合わせたものが得られる。
【００７８】〔付記〕
＜１群の発明＞
（１）内視鏡の接眼部と、この接眼部に直接または光学
アダプタを介して着脱自在に接続可能な内視鏡用撮像装
置とを有する内視鏡撮像システムにおいて、上記内視鏡
の接眼部と予備的な光学アダプタと内視鏡用撮像装置の
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それぞれが互いに接続する接続部の少なくとも一つの接
続部同士の一方の接続部分に設けられたカバーガラスを
他方の接続部分に設けられたカバーガラスに向けて押圧
付勢する弾性部材を設け、上記両カバーガラス同士が圧
接する接合状態で接続するようにしたことを特徴とする
内視鏡撮像システム。
【００７９】（２）上記弾性部材は蛇腹からなることを
特徴とする付記１記載の内視鏡撮像システム。
（３）上記蛇腹は金属製であることを特徴とする付記２
記載の内視鏡撮像システム。
（４）上記蛇腹は樹脂製であることを特徴とする付記２
記載の内視鏡撮像システム。
（５）上記蛇腹はゴム製であることを特徴とする付記２
記載の内視鏡撮像システム。
【００８０】＜２群の発明＞
１．オートクレーブ滅菌可能な内視鏡用撮像装置におい
て、気密なパッケージングに収容された撮像装置と、内
視鏡装置最外層の蛇腹部分と、気密パッケージングの外
面と接触する空間と、蛇腹内面と接触する空間とが、気
体の流動が可能に連通している事を特徴とするもの。
【００８１】２．上記蛇腹部分は、金属製ベローズより
なるもの。
３．上記蛇腹部分は、樹脂製ベローズよりなるもの。
４．上記蛇腹部分は、ゴム製ベローズよりなるもの。
５．上記蛇腹部分は、その両端部において、それぞれ枠
体に気密に接合され、内視鏡用撮像装置内を気密空間と
しているもの。
【００８２】＜３群の発明＞
１．屈曲した本体部と、本体部内に収容され、撮像素子
などの光学系を気密的に収容する気密パッケージングと
を有するオートクレーブ滅菌可能な内視鏡用撮像装置に
おいて、上記気密パッケージングが本体部の屈曲に応じ
て屈曲しており、気密パッケージングの屈曲部は蛇腹に
より覆われている事を特徴とするもの。
【００８３】２．上記内視鏡装置は、本体部が曲げ伸ば
し自在であるもの。
３．上記蛇腹は金属ベローズであるもの。
４．上記内視鏡装置は、本体部外装がゴムであるもの。
【００８４】＜４群の発明＞
１．本体部が屈曲した内視鏡用撮像装置において、屈曲
部近傍を金属ベローズにて覆い、金属ベローズは電磁波
シールドとなる部材と電気的に接続している事を特徴と
するもの。
２．上記内視鏡用撮像装置は、本体部が曲げ伸ばし自在
であるもの。
【００８５】＜２群の従来技術＞従来例は特開平７－５
１２３３号公報、特開平５－４２１０３号公報である。
【００８６】＜３群の従来技術＞従来例は特開平１０－
２８６２２９号公報である。
【００８７】＜４群の先行技術＞特願平１１－２２４５
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６０号の出願のもの、または特開平８－２４３０７７号
公報である。
【００８８】＜２群の課題＞特開平７－５１２３３号公
報や特開平５－４２１０３号公報では、オートクレーブ
による熱の、撮像素子などの電子部品への影響を低減す
るために、断熱材などを用いた断熱構造が示されてい
る。
【００８９】しかしながら、オートクレーブによる迅速
な滅菌を求める使用者にとっては、一旦１３５℃近くま
で加熱された機器が、滅菌後も断熱材の保温効果によっ
てなかなか冷めず、手で触れるまで時間がかかる、撮像
素子が熱による影響で本来の性能が発揮できない（ノイ
ズが目立つなど）ことが不満となることがある。
【００９０】本発明は、特別な装置などを使用しなくと
も、オートクレーブ終了後なるべく早くに冷却され、よ
り早く次の使用ができる内視鏡装置を提供する事を目的
とする。
【００９１】＜３群の課題＞特開平１０－２８６２２９
号公報に、内視鏡装置（カメラヘッド）の本体部を屈曲
自在とした発明が示されている。
【００９２】カメラヘッドのカメラケーブル突出方向が
変更できる事により、上記発明に記載された以外の効果
として、重量のあるカメラケーブルを重力方向に垂らす
事によってバランス良くカメラヘッドを把持できる。患
者とカメラケーブルが干渉しやすい状況において、カメ
ラケーブルの向きを変える事によって逃がす事ができる
などの効果がある。
【００９３】オートクレーブ対応とするために、撮像素
子などの電子部品や、光学部品を完全気密なパッケージ
に収容したカメラヘッドでは、パッケージの大きさなど
の理由からカメラヘッド自体が大型となり、上記のよう
な構造とりにくかった。
【００９４】本発明は、オートクレーブ対応のために気
密パッケージを有しながらも、カメラヘッド本体部を屈
曲自在とし、操作性の良い内視鏡装置を提供する事を目
的とする。
【００９５】＜４群の課題＞特願平１１－２２４５６０
号の出願のものでは、カメラヘッドのカメラケーブルが
本体軸に対して斜め方向に伸長した例が示されている。
このカメラヘッドの例では、カメラケーブルと、カメラ
ヘッド本体部との電磁波シールドの接続の際には、屈曲
した複雑な形状の金属部品によって接続している。その
ためコストが高く、また金属切削部品などを用いる場合
は肉厚となり重量増を招く事が多かった。また、特開平
８－２４３０７７にはベローズをシールド部材として用
いる構造が示されているが、装置の外部に露出している
と、外力によって潰れたりする事があり、また強度を持
たせようとすると厚肉となり重量増を招いたり、屈曲自
在な部分に使用するとその屈曲性が損なわれてしまう事
になる。 *
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*【００９６】本発明は、安価で軽量でありながら、充分
な電磁波シールドを有する内視鏡装置を提供する事を目
的とする。
【００９７】＜２群の効果＞外装部にベローズを用い、
内視鏡装置内の気体をラジエータ状に冷却できるように
したので、特別な装置などを使用しなくとも、オートク
レーブ終了後なるべく早くに冷却され、より早く次の使
用ができる内視鏡装置を提供できる。
【００９８】＜３群の効果＞気密パッケージの両端をベ
ローズにて気密的に接続し、屈曲自在な関節部を設けた
ので、オートクレーブ対応のための気密パッケージを有
しながらも、カメラヘッド本体部を屈曲自在とし、操作
性の良い内視鏡装置を提供できる。
【００９９】＜４群の効果＞カメラケーブルのシールド
に接続された金属枠から、ベローズを伸長させ、カメラ
ヘッドの屈曲形状に合わせて曲げる事で電磁波シールド
を形成しているので、安価で軽量でありながら、充分な
電磁波シールドを有する内視鏡装置を提供する事ができ
る。
【０１００】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
内視鏡撮像システムの接続部におけるカバーガラスのく
もりを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態に係る内視鏡システムの
説明図。
【図２】第１実施形態に係る内視鏡システムの光学アダ
プタと内視鏡用撮像装置の接続部分を切り離した状態で
の縦断面図。
【図３】第１実施形態に係る内視鏡システムの光学アダ
プタと内視鏡用撮像装置の接続部分の接続状態での縦断
面図。
【図４】本発明の第２実施形態に係る内視鏡システムの
光学アダプタと内視鏡用撮像装置の接続部分の切り離し
た状態での縦断面図。
【図５】第２実施形態に係る内視鏡システムの光学アダ
プタと内視鏡用撮像装置の接続部分の接続状態での縦断
面図。
【図６】本発明の第３実施形態に係る内視鏡システムの
光学アダプタと内視鏡用撮像装置の接続部分の切り離し
た状態での縦断面図。
【図７】第３実施形態に係る内視鏡システムの光学アダ
プタと内視鏡用撮像装置の接続部分の接続状態での縦断
面図。
【図８】本発明の第４実施形態に係る内視鏡システムの
光学アダプタと内視鏡用撮像装置の接続部分の切り離し
た状態での縦断面図。
【図９】第４実施形態に係る内視鏡システムの光学アダ
プタと内視鏡用撮像装置の接続部分の接続状態での縦断
面図。
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【図１０】第２群の発明における第１実施形態のカメラ
ヘッドの縦断面図。
【図１１】第２群の発明における第１実施形態のカメラ
ヘッドの横断面図。
【図１２】第２群の発明における第２実施形態のカメラ
ヘッドの縦断面図。
【図１３】第３群の発明における第１実施形態のカメラ
ヘッドの縦断面図。
【図１４】第４群の発明における第１実施形態のカメラ
ヘッドの縦断面図。 *
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*【図１５】第４群の発明における第２実施形態のカメラ
ヘッドの縦断面図。
【符号の説明】
１…内視鏡システム
２…内視鏡
６…光学アダプタ
８…内視鏡用撮像装置
１６…カバーガラス
２０…カバーガラス
３６…蛇腹

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】 【図８】
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